
議会運営委員会協議結果      

                                             日時:平成２３年７月１２日(火)  

                                                             開会：午前 11 時 10 分 

                                  閉会：午前 11 時 35 分 

                             場所：議会会議室   

 

 

１．議会報告会について 

（１）開催について 

日時：８月２７日（土） 午後６時３０分～８時００分 (集合 午後５時３０分) 

場所：雁宿ホ－ル ２階 視聴覚室 

            了承（全会一致） 

 

 

（２）役割分担について 

【松本副委員長】今年度以降使用できる看板を作る。 

【至誠クラブ】答弁者について、議運委員長は誰に振ることになるのか議員の答弁は大丈夫か。 

【中村委員長】議会報告会は、ほとんど委員長報告を読み上げる形になると思われるため、基本 

的には委員長が答弁者になる。特別テーマは議長が報告され答弁することになる 

が質疑は少なく意見交換会時に多く出てくると思われるので、案件に応じて得意 

不得意等を委員長が整理対応する中で指名したい。このことは会派内(議員)の周 

知と承知置きをお願いしたい。 

別紙資料案を会派持ち帰りとし、８月２日(火)の議会運営委員会で協議し結論を 

出す。 

了承 

 

 

２．一般質問通告期限及びヒアリング期限について 

【創政会】通告期間は、今回から 1 日とするものか。2 日はどうか。 

【事務局】6 月定例会の通告期間を 1日で実施したこと、期間が 2日の場合でも 1 日目は通告が 

少なかったという実際の例もあり 1 日とした。 

【中村委員長】別紙資料案を会派持ち帰りとし、８月２日(火)の議会運営委員会で協議し結論を 

出す。 

了承 

 

 

 

３．その他 

（１）議会運営委員会の開催について 

日時 ：  ８月２日（火） 午前１０時００分 

      場所 ： 議会会議室   

了承 

 

 

 



  （２）その他 

【議 長】 ①７月１5 日の夏の交通安全の協力を宜しくお願いしたい。 

②今年度 9月定例会より市長市政報告が無くなったことから、市長市政報告に対する 

一般質問は行わないので会派内と新議員への周知をお願いしたい。 

 了承 

       ③６月定例会の一般質問について 

ＣＡＣの視聴者から一般質問の内容やテーマに関し会派内または議員間で話し合 

いや調整できないかとの市民からの声があった。議員の権利、総括方式による質問 

等、議会内で検討すると一旦返事をしたが、一度検討協議をお願いしたい。 

≪休憩≫ 

【中村委員長】この件について会派で議論いただき、８月２日(火)の議会運営委員会でご意見を 

頂くこととする。 

了承 


